
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を励起することにより発生する核磁気共鳴信号に空間位置情報を付与して計測す
る撮像シーケンスを実行する制御手段と、前記核磁気共鳴信号に基づいて前記被写体に係
る磁気共鳴画像を生成する画像構成手段と、該画像構成手段により作成された画像を表示
する表示手段と、該表示手段に表示された画像上の任意の位置にマークを設定する入力手
段とを備え、前記制御手段は、前記画像中に表示される侵襲デバイスと前記マーク間の距
離が設定範囲内のとき前記撮像シーケンスを変更する機能を備えてなる磁気共鳴撮像装置
。
【請求項２】
　被検体を励起することにより発生する核磁気共鳴信号に空間位置情報を付与して計測す
る撮像シーケンスを実行する制御手段と、前記核磁気共鳴信号に基づいて前記被写体に係
る磁気共鳴画像を生成する画像構成手段と、該画像構成手段により作成された画像を表示
する表示手段とを備え、前記制御手段は、前記被検体に侵襲デバイスが挿入されている際
に前記侵襲デバイスと画像上の所望の領域との間の距離を取得する手段を備え、取得した
距離に応じて前記画像の更新周期と空間分解能の少なくとも１つを変更して撮像すること
を特徴とする磁気共鳴撮像装置。
【請求項３】
　前記表示手段に表示された画像上の所望の領域にマークを設定する入力手段を備え、
　前記距離取得手段は、前記画像中に表示される侵襲デバイスと前記マーク間の距離を取
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得し、
　前記制御手段は、前記距離取得手段により取得した距離が設定範囲内のとき前記画像の
更新周期と空間分解能の少なくとも１つを変更することを特徴とする請求項２に記載の磁
気共鳴撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記撮像シーケンスを変更することにより前記画像の更新周期と空間
分解能の少なくとも１つを変更することを特徴とする請求項２又は３に記載の磁気共鳴撮
像装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、撮影視野を小さくすることにより前記空間分解能を高い値にすること
を特徴とする請求項２又は３に記載の磁気共鳴撮像装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記距離取得手段により取得した距離と前記更新周期との間に予め設
定された関係に基づいて前記更新周期を変更することを特徴とする請求項２乃至５のいず
れかに記載の磁気共鳴撮像装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記距離取得手段により取得した距離が設定範囲内のとき、前記空間
分解能を高い値に変更することを特徴とする請求項２又は３に記載の磁気共鳴撮像装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記画像中の侵襲デバイスを検出してその位置を追跡するトラッキン
グ機能を備えたことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の磁気共鳴撮像装置。
【請求項９】
　被検体を励起することにより発生する核磁気共鳴信号に空間位置情報を付与して計測す
る撮像シーケンスを実行する制御手段と、前記核磁気共鳴信号に基づいて前記被写体に係
る磁気共鳴画像を生成する画像構成手段と、該画像構成手段により作成された画像を表示
する表示手段とを備え、前記制御手段は、前記画像中の侵襲デバイスを検出してその位置
を追跡して前記侵襲デバイスと画像上の所望の領域との間の距離を取得し、取得した距離
に応じて前記撮像シーケンスを変更す 能を備えてなる磁気共鳴撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、磁気共鳴撮像装置に係り、具体的には、連続撮影を行ないながら被検体である
患者の生体内に挿入されたカテーテル等の侵襲デバイスをモニタリングする技術に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
磁気共鳴撮像装置（ＭＲＩ装置）は、生体に均一な静磁場を作用させた状態で高周波磁場
パルスを照射し、生体中の水素や燐などの原子核を励起させ、この励起により発生する核
磁気共鳴信号（ＮＭＲ信号）を計測し、それら水素や燐の密度分布あるいは緩和時間分布
等の磁気共鳴情報に基づいて、生体内の計測領域を画像化することにより、医療診断に資
する装置である。
【０００３】
このような医療診断に資する撮像装置として、ＭＲＩ装置の他にＸ線撮像装置が広く知ら
れている。近年、Ｘ線撮像装置においては、患者に対する侵襲性を少なくして患者のＱＯ
Ｌ（ Quality of Life）を向上させるため、Ｘ線透視下で検査や治療を行なうＩＶ－Ｒ（ I
nterVentional Radiology）法が採用されている。このようなＩＶ -Ｒ法による検査あるい
は治療では、生検針を用いたバイオプシー、レーザを用いた治療、カテーテルを用いた治
療などが行なわれている。
【０００４】
一方、ＭＲＩ装置の分野においても、患者の撮像部位の周囲空間をできるだけ開放して、
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術者が患者にアクセスし易くした開放型の装置の普及が進み、ＭＲＩ透視下で検査や治療
を行なうＩ－ＭＲＩ（ Interventional　 MRI）が臨床で用いられるようになってきている
。しかし、 I-ＭＲＩはＸ線被爆の問題がないというメリットはあるが、得られる画像の空
間分解能、時間分解能あるいはアーチファクトなどの点で改良すべき点がある。
【０００５】
例えば、Ｉ－ＭＲＩにおいては、カテーテル等の侵襲デバイスの先端にコイルを取り付け
、そのコイルでもＮＭＲ信号を受信して画像を構成し、通常の受信コイルで受信したＮＭ
Ｒ信号の画像に重ねてモニタに表示することにより、侵襲デバイスの先端を高輝度で表示
するようにしたアクティブトラッキング法が知られている。また、樹脂等で形成されてい
る侵襲デバイスの先端部に磁性体を混入することによって侵襲デバイスの先端付近の静磁
場を乱し、これによって侵襲デバイス先端部付近のＮＭＲ信号を欠損させることにより、
侵襲デバイスの先端の画像を欠落させるようにしたパッシブトラッキング法が知られてい
る。
【０００６】
このような侵襲デバイスを用いて、Ｉ－ＭＲＩでは、被検体の状態や挿入した侵襲デバイ
スの位置等を実時間（リアルタイム）でモニタすることになる。リアルタイムモニタリン
グを実現するＩ－ＭＲＩは、通常、高速撮影のフルオロスコピー法が採用される。フルオ
ロスコピーでは、繰返し時間が数ミリ秒（数ｍｓ）の撮像シーケンスを実行して、１秒（
ｓ）程度もしくは１秒以下の画像更新間隔で画像を取得する。さらに、部分的にＭＲ計測
を行ない、画像データの足りない部分は以前取得した画像データを再利用して画像を作成
することにより、画像取得時間を短縮するエコーシェアリング法も提案されている。これ
によれば、画像更新間隔を数１０ミリ秒にまで短縮できる。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
通常、侵襲デバイスを生体に挿入する操作は慎重に行なわなければならないのは当然であ
るが、生体の部位によって特に慎重に行なわなければならないことがある。つまり、被検
体の内部構造は局所的に変化があるから、例えば、血管の分岐部、屈曲部、狭窄部をデバ
イスが通過する場合、あるいは治療部位においては、特に慎重な作業が必要である。この
ような部位又は領域では、特に侵襲デバイスの描出能を高めるために、画像更新間隔を短
縮したり、空間分解能を高める必要がある。
【０００８】
しかしながら、従来のＩ－ＭＲＩのフルオロスコピー法は、侵襲デバイスが位置する生体
の部位の変化に合わせて画像更新間隔や空間分解能を変えることに配慮していない。した
がって、画像更新間隔が長かったり、空間分解能が低い値に設定されていると、侵襲デバ
イスの描出能が悪く、慎重な操作がやりにくい場合がある。
【０００９】
本発明は、リアルタイムモニタ画像の侵襲デバイスの描出能を向上させることを課題とす
る。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の磁気共鳴撮像装置は、被検体を励起することにより発
生する核磁気共鳴信号に空間位置情報を付与して計測する撮像シーケンスを実行する制御
手段と、前記核磁気共鳴信号に基づいて前記被写体に係る磁気共鳴画像を生成する画像構
成手段と、該画像構成手段により作成された画像を表示するモニタと、該モニタに表示さ
れた画像上の任意の位置にマークを設定する入力手段とを備え、前記制御手段は、前記画
像中に表示される侵襲デバイスと前記マーク間の距離が設定範囲内のとき、前記撮像シー
ケンスを変更する機能を備えてなることを特徴とする。この場合の撮像シーケンスの変更
は、画像のフレームレート（画像更新間隔の逆数）と空間分解能の少なくとも１つを、例
えば高い値に、変更するのが好ましい。
【００１１】
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このように構成することにより、次に説明するように、本発明の課題が解決される。まず
、術者は侵襲デバイスを生体に挿入するに際して、モニタに表示されたＭＲ画像の例えば
血管画像の分岐部や狭窄部等の領域を見て、その領域では挿入作業を慎重にすべきである
と判断し、入力手段を介してその領域（注目領域）にマークを設定する。また、治療が必
要な場合は治療部位を注目領域として、マークを設定する。そして、制御手段は、画像中
に表示される侵襲デバイスの位置を追跡し、その侵襲デバイスがマークの設定範囲内に挿
入されたとき、撮像シーケンスを変更して、画像のフレームレートと空間分解能の少なく
とも１つを高い値に変更する。その結果、侵襲デバイスが移動して注目領域に達したとき
、自動的に撮像速度が速くなり、あるいは空間分解能が高くなるので、術者は侵襲デバイ
スの細かな動きや、血管との正確な位置関係を画像で正確にモニタリングできる。
【００１２】
なお、マークは、点又は円形で設定することが好ましい。点で設定する場合は、その点を
中心として一定の範囲を注目領域として設定することが好ましい。また、円形で設定する
ときは、その円の半径を自由に設定できるようにする。
【００１３】
フレームレートと空間分解能を変更するには、画像のフレームレートと空間分解能が異な
る複数の撮像シーケンスを予め設定しておき、制御手段により撮像シーケンスを切替えて
変更するようにすることができる。又は、撮像シーケンスのフレームレートや空間分解能
に関係するパラメータを変更して撮像シーケンスを変更することもできる。空間分解能を
向上させる一例としては、撮影視野を小さく設定することにより実現できる。
【００１４】
侵襲デバイスの位置がマークに対して設定範囲内にあるか否かの判断は、次に述べるトラ
ッキング手段を設けることにより実現できる。つまり、トラッキング手段は、画像中の侵
襲デバイスを輝度の違いなどに基いて割り出す。そして、侵襲デバイスの位置変化を画像
が更新されるたびに検出して、その位置を追跡する。一方、画像上に設定されたマークの
位置を割り出し、マークと侵襲デバイスとの間隔を演算により求める。そして、求めた間
隔が予め設定された範囲内のときは、侵襲デバイスが注目領域内に存在すると判断して、
撮像のフレームレートを高い値に変更して、又は空間分解能を高い値に変更して、侵襲デ
バイスの動きなどの視認性を高くすることにより描出能を向上させる。この場合、フレー
ムレートと空間分解能の両方を高い値に変更しても良い。
【００１５】
このようにすることにより、侵襲デバイスを慎重に操作しなければならない注目領域に入
ったとき、自動的にフレームレートが短縮され、あるいは空間分解能が向上するから、侵
襲デバイスの細かな動きを捉えることができる。その結果、侵襲デバイスの挿入作業がや
りやすくなる。
【００１６】
上記においては、画像上の注目領域にマークを設定したが、これに代えて、トラッキング
手段により求められた侵襲デバイスの位置の変化に基いて、侵襲デバイスの進行速度を求
め、侵襲デバイスの進行速度が設定値より小さいときに、画像のフレームレートと空間分
解能の少なくとも１つを高い値に変更するようにしても良い。つまり、術者は血管の分岐
部などの注目領域に侵襲デバイスが来たとき、自然と操作が慎重になり、挿入速度が小さ
くなることから、これを利用してフレームレートと空間分解能を変更するようにしても同
様の効果が得られる。
【００１７】
また、注目領域は、注目度に応じて、例えば上、中、下などのように複数段階、設定でき
る。そして、その注目度応じて、フレームレートと空間分解能の値を異ならせることがで
きる。
【００１８】
【実施の形態】
以下、図１～図５を用いて本発明の一実施形態を説明する。図２は、典型的な磁気共鳴撮
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像装置（ＭＲＩ装置）の全体構成を模式的に示したものである。図示のように、ＭＲＩ装
置は、被検体２１が置かれる空間（計測空間）に静磁場を発生する磁石２２と、同じ計測
空間に傾斜磁場を発生する傾斜磁場コイル２３と、同じ計測空間に高周波磁場を発生する
高周波コイル（ＲＦコイル）２４と、被検体から発生するＮＭＲ信号を受信する高周波プ
ローブ（ＲＦプローブ）２５とを備えて構成される。被検体は、ベッド２６に横臥した状
態で撮像部位を計測空間に位置させるように静磁場内に挿入される。
【００１９】
傾斜磁場コイル２３は、直交３軸（Ｘ，Ｙ，Ｚ）方向に傾斜した磁場を発生する複数の傾
斜磁場コイルで構成され、傾斜磁場電源２７から供給されるパルス状の励磁電流により所
望の傾斜磁場を発生するようになっている。ＲＦコイル２４は、ＲＦ送信部２８から供給
される高周波磁場パルスに応じた高周波磁場を発生する。ＲＦプローブ２５により受信さ
れたＮＭＲ信号は、信号検出部２９に入力されて増幅検波などの処理がなされる。信号検
出部２９から出力されるＮＭＲ信号は、画像構成部３０で信号処理されて画像信号に変換
される。画像構成部３０から出力される画像信号はモニタ３１に表示されるようになって
いる。傾斜磁場電源２７、ＲＦ送信部２８、信号検出部２９は、撮像シーケンスあるいは
パルスシーケンスと称されるシーケンスに基いて制御部３３によって制御される。また、
制御部 33は画像構成部３０及びモニタ３１を制御すると共に、画像構成部３０又はモニタ
３１の画像情報を取り込んで、各種の解析を行なう他、図示していない記憶手段に画像デ
ータ等の必要なデータを記憶する。また、入力部３４は操作者が各種の設定情報を制御部
３４に入力するものである。
【００２０】
このように構成されるＭＲＩ装置を用いて、被検体のＭＲ画像を撮像する方法について説
明する。現在、臨床で普及している計測対象は、被検体の主要な構成物質であるプロトン
の密度の空間分布や励起状態の緩和現象の空間分布である。これらの空間分布を画像化す
ることにより、人体の頭部、腹部、四股等の形態又は機能を２次元又は３次元的に画像化
して診断に資することができる。
【００２１】
撮像はパルスシーケンスと称される撮像シーケンスに従って行なわれる。図３に、一般的
な撮像シーケンスの一例としてグラディエントエコーシーケンスを示す。図は、上から順
に、高周波パルスＲＦ、スライス傾斜磁場Ｇｓ、位相エンコード傾斜磁場Ｇｐ、リードア
ウト傾斜磁場Ｇｒ、サンプリングウインドＡＤ、ＮＭＲ信号（エコー信号）Ｅｃｈｏをそ
れぞれ示し、縦軸はそれらの強度を、横軸は時間を示している。まず、高周波パルス４１
と共に所望のスライス位置に対応したスライス傾斜磁場パルス４２を発生して被検体に印
加する。これにより被検体中の例えばプロトンが励起され、被検体からエコー信号が発生
する。このエコー信号に空間位置情報である位相情報と周波数情報を付与するため、まず
位相エンコード傾斜磁場パルス４３を印加した後、リードアウト傾斜磁場パルス４４を印
加する。このリードアウト傾斜磁場パルス４４の印加期間内に、サンプリングウインド４
５に合わせてエコー信号４６をサンプリングする。
【００２２】
このようなパルスシーケンスを位相エンコード傾斜磁場パルス４３の強度を順次変化させ
ながら複数回繰り返すことにより、２次元画像を撮像することができる。図３において、
符号４７はパルスシーケンスの繰り返し間隔であり、符号４８は２次元画像の画像更新間
隔であり、符号４９はフルオロスコピーの撮像時間である。例えば、位相エンコードの数
は１画像あたり６４、１２８、２５６、５１２等が一般に選ばれる。また、エコー信号は
通常１２８、２５６、５１２、１０２４個のサンプリングウィンドにより時系列信号とし
てサンプリングされる。これらのエコー信号を２次元フーリエ変換して１枚のＭＲ画像が
作成される。
【００２３】
このようにして作成されるＭＲ画像は、図３のパルスシーケンスの繰り返し時間４８ごと
に得られ、Ｉ－ＭＲＩにおいてはフルオロスコピー撮像の間に連続して得られる画像をモ
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ニタに随時表示する。これによって、被検体の状態や、被検体に挿入された侵襲デバイス
の位置等をモニタすることができる。
【００２４】
次に、図１を参照しながら、本発明の特徴である侵襲デバイスの位置に応じてフレームレ
ート等を変更して、侵襲デバイスの描出能を向上させる実施形態について説明する。本実
施形態では、侵襲デバイスとしてカテーテルを血管内に挿入し、動脈瘤を治療のターゲッ
トとする場合を例に説明する。まず、フルオロスコピーに先だって、図１に示すような所
望部位の断層像１を撮像する。モニタ３１に表示される画像１内には、血管２、血管の分
岐部３、血管の狭窄部４、治療対象の動脈瘤であるターゲット５が表示されている。通常
、カテーテルを血管内に挿入する場合、血管の屈曲部や狭窄部では慎重にカテーテルを操
作する必要がある。そこで、術者は分岐部３、狭窄部４、ターゲット５を注目領域とし、
入力部３４を操作してモニタ画像上に円形のマーク６、７、８を設定する。このマークの
大きさは注目領域ごとに可変設定できるようにしている。
【００２５】
このようにして注目領域を設定した後、カテーテルを挿入しながらフルオロスコピー撮像
を開始する。これにより、連続して撮像される時系列画像がモニタ３１に表示される。図
４（Ａ）にその時系列画像９の一例を示す。図示のように、モニタ上には注目領域のマー
ク６とカテーテル１０が表示されている。制御部３３は連続して撮像した時系列画像から
、画像内のカテーテル１０の位置を随時検出する。カテーテル１０には受信コイル又は磁
性体が混入されているので、通常の生体の部位とは異なる輝度で表示されることから、制
御部３３は容易にカテーテル１０を検出できる。カテーテル１０の位置は、画像に予め設
定された座標に対応させて検出する。そして、制御部３３は、マーク６の中心１１とカテ
ーテル１０の中心との直線距離Ｌを計算で随時求める。つまり、制御部３３はカテーテル
１０の位置をトラッキングする機能を備えている。
【００２６】
このようにしてカテーテル１０の位置をトラッキングし、近くのマーク６との直線距離Ｌ
を求めた一例を図４（Ｂ）に示す。図示のように時間経過と共にカテーテル１０がマーク
６に近づいて行き、時刻ｔ１においてカテーテル１０が半径Ｒのマーク６内に進入し、さ
らに経過するにつれてマーク６の中心位置を通過して離れていくことが示されている。こ
のときのフルオロスコピーの画像更新間隔ＦＲを図４（Ｃ）と（Ｄ）に示す。図４（Ｃ）
は、従来のフルオロスコピーのように、画像更新間隔ＦＲ１を一定にして撮像したもので
あり、図４（Ｄ）は本発明を適用して画像更新間隔をカテーテル１０とマーク６との位置
関係に応じてＦＲ１よりも短い画像更新間隔ＦＲ２に変更して撮影する場合を示している
。つまり、注目領域の付近では慎重な操作が必要であるから、カテーテル１０がマーク６
の中心に近づくにつれて、画像更新間隔を短くするように制御部３３が撮像シーケンスを
変更する。画像更新間隔の変更は、距離Ｌを関数とした式を用いて随時計算によって求め
ても良い。また、注目領域のマーク設定時に、予め距離Ｌに対応させて画像更新間隔を設
定したテーブルを作成しておき、このテーブルに従って変更するようにしても良い。また
、撮像シーケンスの変更は、注目領域ごとすなわちマークごとに異なる態様で設定しても
良い。例えば、注目領域の半径Ｒに応じて、画像更新間隔を変更しても良い。また、マー
ク設定時に、画像更新間隔を直接入力設定するようにしても良い。さらに、マーク設定時
に、マークごとに注目度合いを設定しておき、注目度合いと距離Ｌに応じて、例えば３段
階に画像更新間隔を変更することもできる。
【００２７】
　ここで、図５を用いて本実施形態の変形例を説明する。図５の例は、カテーテル１０が
マーク内に進入した場合、撮像視野を小 して注目領域を拡大表示することにより、空
間分解能を高い値に変更する例である。つまり、カテーテル１０がマーク６の外側領域に
ある場合は、視野の大きい撮像シーケンスにより撮像を実行することにより、同図（Ａ）
に示す画像１２が表示される。カテーテル１０がマーク６の内部に侵入した場合は、撮影
視野が小さくなるように撮像シーケンスを変更して撮像を行うことにより、同図（Ｂ）に
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示す画像１３が表示される。これにより、術者は、カテーテル１０に細かな動きを確認し
ながら挿入操作を行うことができる。なお、撮影視野を小さくせずに、撮像シーケンスを
変更して、空間分解能を高くするようにしても良い。つまり、位相エンコード数及びエコ
ー信号のサンプル数を増やして空間分解能を向上させる。
【００２８】
また、血管を撮像してカテーテル等の侵襲デバイスをモニタリングする場合、血管に造影
剤を注入して血管のコントラストを強調することが好ましい。例えば、本発明と組み合わ
せて行う場合、マーク内にデバイスが進入した場合、自動的に造影剤が注入されるように
することが好ましい。
【００２９】
このように図１の実施形態又は変形例によれば、カテーテル１０が移動して注目領域のマ
ークの範囲内に達したとき、自動的に撮像速度が速くなり、あるいは空間分解能が高くな
るので、術者はカテーテル１０の細かな動きや、血管との正確な位置関係を画像で正確に
モニタリングできる。
【００３０】
次に、本発明の特徴に係る他の実施形態について図６を用いて説明する。本例は、侵襲デ
バイスの挿入速度に応じて時系列画像の画像更新間隔ＦＲや空間分解能を変更するように
したものである。図６（Ａ）は、フルオロスコピーにより撮像した撮像時刻の異なる２枚
の画像から検出したカテーテル１０の位置１５，１６を同時に表示した画像１４である。
図では、カテーテル１０は挿入操作によって位置１５から位置１６に移動したことを示し
ている。このときのカテーテル１０の平均進行速度Ｖ１は、位置１５と位置１６の距離Ｌ
２を２つの画像の撮像時刻の差ΔＴ１で割ることにより求まる。つまり、
Ｖ１＝Ｌ２／ΔＴ１
で求まる。同様にして、さらに時間が経過すると、カテーテル１０は、図６（Ｂ）の位置
１６から位置１７まで距離Ｌ３進む。このときのカテーテル１０の平均進行速度Ｖ２は、
位置１６から位置１７までの画像の撮像時刻差をΔＴ２とすると、
Ｖ２＝Ｌ３／ΔＴ２
で求まる。
【００３１】
前述したように、術者は注目領域近傍では自然と挿入操作が慎重になるので、カテーテル
の進行速度が遅くなる。そこで、本実施形態では、カテーテルの挿入速度が遅いときに画
像更新間隔を短くすることや、空間分解能を高くしてカテーテル１０の描出能を向上させ
る。図７は、カテーテル１の平均進行速度に応じて画像更新間隔ＦＲを変更した例を示し
ている。同図（Ａ）は、カテーテル１０の進行速度Ｖの変化を示している。そして、進行
速度を設定された２つのしきい値Ｖｒ１、Ｖｒ２と比較し、Ｖｒ２＜Ｖ≦Ｖｒ１の時は画
像更新間隔ＦＲ３にし、Ｖ≦Ｖｒ２のときは画像更新間隔ＦＲ４に変更するようにする。
カテーテル１０の進行速度Ｖは、同図（Ａ）では、ｔ２においてしきい値Ｖｒ１以下に低
下し、さらにｔ２においてしきい値Ｖｒ２以下に低下している。図６（Ｂ）は、従来と同
様にフルオロスコピー撮像中一定の画像更新間隔ＦＲ１でモニタリングする場合を示し、
図６（Ｃ）は本実施形態によりカテーテル１０の進行速度に応じて画像更新間隔をＦＲ１
→ＦＲ３→ＦＲ４に変更した場合を示す。
【００３２】
本実施形態によれば、前記実施形態に比べて注目領域のマークを設定する手間が省ける点
を除き、同様の効果が得られる。また、前記実施形態と同様に、カテーテル１０の進行速
度に応じて、画像の空間分解能を単独で、又は画像更新間隔と組合わせて、変更すること
もできる。画像の空間分解能を高くする方法としては、前述したように、視野を小さくす
るようにパルスシーケンスを変更する他、位相エンコード数及びサンプル点数を増やした
パルスシーケンスに変更する方法のいずれでもできる。
【００３３】
本発明は、以上説明した実施形態にとどまらず、本発明の趣旨を踏まえた上で種々の形態
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を取りうる。例えば、上記実施形態では、フルオロスコピーに用いる撮像シーケンスとし
てグラディエントエコー法を用いたが、これに限らず高速撮影法の１つであるエコープレ
ナーイメージング（ＥＰＩ）法を適用することができる。また、前述した、エコーシェア
リング法と組合わせることもできる。
【００３４】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、侵襲デバイスのリアルタイムモニタ画像の描出能を
向上させることができ、侵襲デバイスの操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の特徴に係るマークの設定法の一実施形態を説明する図である。
【図２】本発明が適用された磁気共鳴撮像装置の一実施形態のブロック構成図である。
【図３】本発明に適用可能な撮像シーケンスの１例を示す図である。
【図４】図１実施形態のフルオロスコピーによるモニタ画像の一例図と、カテーテルと注
目領域中心間の距離変化を示す線図、従来及び本発明による画像更新間隔の変化を示す図
である。
【図５】図４のモニタ画像の画像更新間隔の変更に代えて、視野を小さく変更する場合を
説明する図である。
【図６】本発明の特徴に係る他の実施形態のフルオロスコピーによるモニタ画像の一例図
である。
【図７】図６の実施形態のカテーテルの進行速度の変化を示す線図、従来及び本発明によ
る画像更新間隔の変化を示す図である。
【符号の説明】
１　画像
２　血管
３　分岐部
４　狭窄部
５　ターゲット
６，７，８　マーク
１０　カテーテル
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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